
海津市まちづくり委員会  

自治基本条例策定分科会第６回 



今までの振り返り 
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第１回 

  ■ 概要説明（検討内容および活動計画等） 

  ■ 人口減少社会と自治基本条例について 

      岐阜経済大学准教授 菊本舞先生（本分科会アドバイザー） 
   

第２回 

  ■ 海津市総合開発計画について 

  ■ フリーディスカッション「総合開発計画（後期計画）について」 

      意見 

       ・今は豊かさから幸せを求める時代に変わってきているのでは？ 

       ・海津市の人口の適性値は？この辺りは農業地帯であり、工場を誘致するのは難しいのでは？ 

       ・海津市に住んでいる人がどう豊かに生きるか、ここで生まれ育った子供がふるさとに定着しようと思えるかが  

        大切なのではないか。 
   

第３回 

  ■ ワークショップ「私たちのめざす“まち”」 

    ・現在、私たちの“まち”は、どんな“まち”なのか？  

    ・将来、どんな“まち”になってほしいか？ 

   【目的】 

    ・現在、海津市がどんなまちなのか確認 

    ・目指すまちの姿の洗い出し 

    ・自治基本条例「前文」の素材集め。（条例の性格、策定目的、雰囲気） 

   【まとめと課題等】  

    ・住み続けたくなるまち、住みたいまちとは、誰にとってのことか。（市民とは誰か） 

    ・より多くの市民に関心、当事者意識を持ってもらうにはどうすればよいか。 
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第４回 

  ■ ワークショップ「私たちの目指す“まち”の実現に向けて」 

    ・現在、私たちの“まち”は、どんな“まち”なのか？自治基本条例の自治とは何か？  

    ・将来、どんな“まち”になってほしいか？住みやすいまちをめざす分科会として“自治”をどう定義づけるか？ 

   【目的】 

    ・自治の内容は豊富、多様であることを認識。 

    ・自治基本条例の素材集め及び各主体とその役割を検討するうえでの前段的な作業。 

   【まとめと課題等】  

    ・自治会と自治とは違う。 

    ・目指していくまちの姿というものを、自治会という組織をベースにしてやっていけるか。 

    ・議会との関係、住民と住民組織と行政の関係。 

    ・そもそも住民の民意が反映されているのか。 

 

第５回 

  ■ ワークショップ「まちづくりの基本原則と主体について」 

    ・基本原則の実現に向けて、各主体（市民、コミュニティ、事業者、行政、議会）にどのような役割を期待するか。 

   【目的】 

    ・どのような原則があるかを知る 

    ・どの項目について特に意識が高いかを知る 

   【まとめと課題等】  

    ・まちづくりの主体について（誰がどんな権利をもってどんな役割を果たすか）、個別もしくは分担制で 

    各主体の役割の検討が必要では 



今後の分科会の進め方【確認】 

◎ 自治基本条例の素案については、平成24年度に完成し、市長に提案します。  
  

◎ 条例案の完成まで 

  １．骨子の完成（事務局案 → 分科会で修正 → 骨子完成） 

  ２．骨子を基に、市の作業部会で条例案を作成 

  ３．条例案の完成（市で作った条例案を分科会で修正） 
  

◎ 今後のワークショップ、検討のテーマ（案） 

  ■ 目指すまちの姿（前文）、市民憲章     □行政の役割と責務 

  ■ まちづくりの基本理念、基本原則      □行政運営の方針、評価 

  □ 市民参加の権利と責務、制度保障     □情報公開のあり方、情報共有 

  □ 住民投票                    □市民への周知 

  □ 住民自治（自治会、まちづくり協議会）   □条例の名称 

  □ 議会の役割と責務               □その他（          ） 
    

◎ 骨子案を作るためのキーワード集めとしてワークショップを行っています。  
  

◎ 市民ワークショップの開催により、キーワード集めや市民への条例検討中で 

  あることを周知します。 
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前文 

 ①海津市の歴史･文化・産業・地理的なキーワードを含む 

      ⇒ 豊かな自然、木曽三川、養老山脈、産業（農業）、歴史･文化 

 ②条例制定の理由（民意、開かれた行政） 
 ③どのようなまちを目指すのか 

   ⇒ ずっと住み続けたくなるまち、誇り、魅力、絆 

 ④条例制定の基本的な理念を表すキーワードを含む（住民自治、情報共有） 
 ⑤市民憲章を尊重する記述を含む 

ＷＳ成果は、どのように使うのか？ 

まずは骨子案のたたき台を作るためにＷＳ成果を使います。 

例として、前文を作る過程を挙げます。 

○第3回ワークショップで発表されたこと、キーワードを整理します。 

○キーワードを拾って、前文に盛り込むキーワードやイメージ等を考えます。 
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グループ共通のキーワード 

 ・住みたいまち、ずっと住み続けたくなるまち 

 ・豊かな自然（川、緑）   ・人情、絆 

 ・歴史、観光        ・産業（農業）、特産品    ・公共交通     

 ・魅力、誇りあるまちづくり      ・民意、開かれた議会、市民 



フリーディスカッション 

１．ワークショップの方法について 
   時間はかかるが、最終的な結論（グループで合意形成される）が出るまで 

   議論を継続するか。会議時間内だけでは対応できないときはどうするか。 

  

２．骨子や条文の作り方について 
   ・骨子（条文）を、分科会の中で起草委員のようなものを立ち上げて作る。 

   ・分科会の中で、複数の作業部会をつくり、受け持ちのテーマについて案を作る。 

   ・事務局が、ＷＳ成果から骨子（条文）を作り提示し、それについて意見を言う。 

   ・その他 

  

３．市民を巻き込む仕掛けづくり 
    海津市における自治基本条例策定の取り組みを市民に広く普及し、より多くの市民の参加の 

   もとで策定を進めるためにはどのような取り組みや仕掛けが必要か？  

 

４．その他 
    運営方法等、ご意見、ご提案があればお願いします。 7 



フリーディスカッション 

３．市民を巻き込む仕掛けづくり 

① ② ③ ④ 

対象者 

 

内容 

 

方法 

 

実施時期 

 

その他 
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Memo 


